
  

10 

の
者
に
あ
っ
て
は
、
過
去
に
当
該
子
を
監
護
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
も

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
親
族
と
子
と
の
交
流
に
つ
い
て
の

定
め
を
す
る
た
め
他
に
適
当
な
方
法
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

  

（
親
権
） 

第
八
百
十
八
条 

親
権
は
、
成
年
に
達
し
な
い
子
に
つ
い
て
、
そ
の
子
の
利

益
の
た
め
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

父
母
の
婚
姻
中
は
そ
の
双
方
を
親
権
者
と
す
る
。 

３ 

子
が
養
子
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
親
権
者
と
す
る
。 

 

一 

養
親
（
当
該
子
を
養
子
と
す
る
縁
組
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
近

の
縁
組
に
よ
り
養
親
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
） 

 

二 

子
の
父
母
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
養
親
の
配
偶
者
で
あ
る
も
の 

 

 

（
親
権
者
） 

第
八
百
十
八
条 

成
年
に
達
し
な
い
子
は
、
父
母
の
親
権
に
服
す
る
。 

２ 

子
が
養
子
で
あ
る
と
き
は
、
養
親
の
親
権
に
服
す
る
。 

３ 

親
権
は
、
父
母
の
婚
姻
中
は
、
父
母
が
共
同
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
父

母
の
一
方
が
親
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
一
方
が
行
う

。 

（
離
婚
又
は
認
知
の
場
合
の
親
権
者
） 

第
八
百
十
九
条 

父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
で
、

そ
の
双
方
又
は
一
方
を
親
権
者
と
定
め
る
。 

２ 

裁
判
上
の
離
婚
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
父
母
の
双
方
又
は
一
方
を

親
権
者
と
定
め
る
。 

３ 

子
の
出
生
前
に
父
母
が
離
婚
し
た
場
合
に
は
、
親
権
は
、
母
が
行
う
。

た
だ
し
、
子
の
出
生
後
に
、
父
母
の
協
議
で
、
父
母
の
双
方
又
は
父
を
親

権
者
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
離
婚
又
は
認
知
の
場
合
の
親
権
者
） 

第
八
百
十
九
条 

父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
で
、

そ
の
一
方
を
親
権
者
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

裁
判
上
の
離
婚
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
父
母
の
一
方
を
親
権
者
と

定
め
る
。 

３ 
子
の
出
生
前
に
父
母
が
離
婚
し
た
場
合
に
は
、
親
権
は
、
母
が
行
う
。

た
だ
し
、
子
の
出
生
後
に
、
父
母
の
協
議
で
、
父
を
親
権
者
と
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 
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離婚合意書 

 

〇〇（以下「甲」という。）と〇〇（以下「乙」という。）は、甲乙間の協議による離婚

（以下「協議離婚」という。）に関して次のとおり合意し、この合意書（以下「本合意書」

という。）を締結する。 

 

（離婚の合意） 

第１条 甲と乙は、協議離婚することに合意し、本合意書作成後、離婚届に各自署名押印

をなし、これを本日、乙が区役所に届け出るものとする。 

 

（親権） 

第２条 甲乙間の未成年の子である長男〇〇（令和 年 月 日生、以下「丙」という。）

の親権者を母乙とし、今後同人において監護養育する。 

 

（養育費） 

第３条 甲は乙に対し、丙の養育費として、令和  年  月から令和  年  月まで

月額  万円の支払義務があることを認め、これを毎月  日限り、乙名義の       

〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座（口座番号〇〇〇〇〇〇）に振り込む方法により支払

う。振込手数料は甲の負担とする。 

 

（特別出費） 

第４条 甲及び乙は、前条に定めるほか、丙の入学や入院等、特別な費用を要する場合は、

双方協議の上、分担額を決定する。 

 

（面会交流） 

第５条 乙は、甲が１か月に１回程度丙と面会することを認め、その具体的な日時、場所、

方法等は、丙の福祉を尊重し甲乙協議して決定する。ただし、丙の病気等やむを得ない

事由により支障が生じたときは、甲乙協議の上、代替日を定めるものとする。      

 

（財産分与） 

第６条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、下記不動産を分与することとし、

同不動産につき、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。登記手

続き費用は乙の負担とする。 

記 

（物件の記載） 

 

 



（慰謝料） 

第７条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金   万円の支払義務があること

を認め、これを、令和  年  月から令和  年  月まで、毎月末日限り金  万

円ずつ、第３条記載の預金口座に振り込む方法により分割して支払う。振込手数料は甲

の負担とする。 

２ 甲が前項の分割金の支払を怠り、その額が金  万円に達したときは、甲は当然に期

限の利益を失い、乙に対し、前項の金員から既払分を控除した残金及びこれに対する期

限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年３％の割合による遅延損害金を付加して

直ちに支払う。 

 

（年金分割） 

第８条 甲（第１号改定者、基礎年金番号〇〇）と乙（第２号改定者、基礎年金番号〇〇）

は、本日、日本年金機構理事長に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定

又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を０．５とする旨合意した。 

２ 乙は、本件離婚届出をした後、速やかに、日本年金機構理事長に対し、前項の請求を

する。 

 

（通知） 

第９条 甲及び乙は、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス、ＬＩＮＥ ＩＤ）、及び

勤務先を変更したときは、遅滞なくこれを相手方に通知するものとする。 

 

（清算条項） 

第１０条 甲及び乙は、本件離婚に関し、本合意書に定めるもののほか一切の債権債務関

係のないことを相互に確認し、今後、相手方に対して他に何らの請求をしないことを確

約する。 

 

（強制執行の認諾） 

第１１条 甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾約款付公正証書を作成することに合

意した。ただし、公正証書作成費用は乙が負担する。 

 

 本合意の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名押印の上、各１通を保有する。 

 

 令和  年  月  日 

 

甲               ㊞ 

 

乙               ㊞ 


